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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋外に面した外壁に隣接して設けられた、主要部分が１．０層分の高さを備えると共に
、前記外壁と垂直な屋外に面した両側の垂直外壁に沿った部分に、当該両側の垂直外壁に
沿って各々設けられた１．５層分の高さの吹抜け部を有する、当該両側の垂直外壁によっ
て挟まれた連続した空間となっている下階居住部と、両側の前記吹抜け部の上方に、主床
、又は主床よりも０．５層分高くなったロフト又は収納庫を配置して設けられた上階居住
部と、両側の前記吹抜け部の１．０層分の高さを超える部分において、屋外に面した前記
外壁及び前記垂直外壁に設けられた採光窓とによって構成される採光構造部分を備える建
物。
【請求項２】
　前記上階居住部は、前記下階居住部の１．５層分の高さの前記吹抜け部の上に主床を配
置して設けられ、該主床と前記下階居住部の主要部分との間の空間に、０．５層分の高さ
の収納庫が設けられる請求項１に記載の採光構造部分を備える建物。
【請求項３】
　前記上階居住部は、前記下階居住部の１．０層分の高さの主要部分の上に主床を配置し
て設けられ、前記吹抜け部の上方には、前記上階居住部の主床よりも０．５層分高くなっ
たロフト又は収納庫が設けられる請求項１に記載の採光構造部分を備える建物。
【請求項４】
　前記上階居住部の前記屋外に面した外壁に隣接して、バルコニーが、前記吹抜け部の内
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側縁部の延長線の内側に設けられており、且つ該バルコニーの側縁部は、前記延長線から
角度を持たせてこれの内側に斜めに配置される請求項１～３のいずれか１項に記載の採光
構造部分を備える建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吹抜け部からの採光及び通風を効率良く行うことのできる採光構造部分を備
える建物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物の内部に吹抜け部を設けて採光や通風を効果的に行えるようにした建物が知られて
いるが（例えば、特許文献１参照）、建物の居住部に吹抜け部を設ける場合、例えば上階
の天井部や屋根裏部まで至る高さの吹抜け空間とすると、ゆったりとした開放感を与える
適度な高さを超えて吹抜け部が居住部に形成されることになり、居住部の上方の空間を有
効利用できなくなって、吹抜け部に無駄な空間が生じることになる。
【０００３】
　このようなことから、例えばニ階の一画の床を高くして床高部屋を形成し、この床高部
屋の直下の一階天井を高くし、床高部屋を中三階として使用すると共に、中三階の直下の
部屋を吹抜け部のある部屋として使用することにより、吹抜け部の上方の空間を有効利用
できるようにした建物も開示されている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００１－１９３２９４号公報
【特許文献２】特開平１０－２６６５９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献２に記載の建物では、中三階の直下の吹抜け部のある部屋は、
当該吹抜け部の上方が中三階の床によって閉塞されていると共に、当該吹抜け部は、屋外
に面した外壁のうちの一方向の外壁にしか面しておらず、吹抜け部の１階の高さよりも上
方にある部分からは、この一方向の外壁を介してしか採光や通風を得ることができない構
造となっている。このため、天井が高くなった吹抜け部から十分な採光や通風を得ること
が困難である。
【０００５】
　また、特に、例えば隣家の建物が周囲に近接する狭小な敷地に建てられる建物の場合、
建物の下階部分は、隣家の建物によって遮られて光を採り込み難くくなっているので、吹
抜け部の高い位置から光を下階居住部に効果的に採り込めるようにする技術の開発が望ま
れている。
【０００６】
　本発明は、吹抜け部の上方の空間を有効利用することができると共に、吹抜け部の高い
位置から下階居住部に効果的に光を採り込めるようにすることのできる採光構造部分を備
える建物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、屋外に面した外壁に隣接して設けられた、主要部分が１．０層分の高さを備
えると共に、前記外壁と垂直な屋外に面した両側の垂直外壁に沿った部分に、当該両側の
垂直外壁に沿って各々設けられた１．５層分の高さの吹抜け部を有する、当該両側の垂直
外壁によって挟まれた連続した空間となっている下階居住部と、両側の前記吹抜け部の上
方に、主床、又は主床よりも０．５層分高くなったロフト又は収納庫を配置して設けられ
た上階居住部と、両側の前記吹抜け部の１．０層分の高さを超える部分において、屋外に
面した前記外壁及び前記垂直外壁に設けられた採光窓とによって構成される採光構造部分
を備える建物を提供することにより、上記目的を達成したものである。
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【０００９】
　また、本発明の採光構造部分を備える建物によれば、前記上階居住部は、前記下階居住
部の１．５層分の高さの前記吹抜け部の上に主床を配置して設けられ、該主床と前記下階
居住部の主要部分との間の空間に、０．５層分の高さの収納庫が設けられていることが好
ましい。
【００１０】
　さらに、本発明の採光構造部分を備える建物によれば、前記上階居住部は、前記下階居
住部の１．０層分の高さの主要部分の上に主床を配置して設けられ、前記吹抜け部の上方
には、前記上階居住部の主床よりも０．５層分高くなったロフト又は収納庫が設けられて
いることが好ましい。
【００１１】
　さらにまた、本発明の採光構造部分を備える建物によれば、前記上階居住部の前記屋外
に面した外壁に隣接して、バルコニーが、前記吹抜け部の内側縁部の延長線の内側に設け
られており、且つ該バルコニーの側縁部は、前記延長線から角度を持たせてこれの内側に
斜めに配置されていることが好ましい。
【００１２】
　ここで、上記記載における１．５層分の高さは、一般に２３０～４００ｃｍ程度の高さ
を有する建物の１層分の高さに、これの略半分程度の高さを加えて、１層分の高さと２層
分の高さの中間部分に位置する高さを略称するものであり、１層分の高さの１．５倍の高
さの他、１層分の高さの１．４０～１．７５倍程度の高さを含むものである。また以下の
記載において、０．５層分の高さは、一般に２３０～４００ｃｍ程度の高さを有する１層
分の高さの中間部分に位置する高さを略称するものであり、１層分の高さの１／２の高さ
の他、１層分の高さの４０～７５％程度の高さを含むものである。
【００１３】
　本発明の採光構造部分を備える建物によれば、屋外に面した外壁に隣接して設けられた
下階居住部が１．５層分の高さの吹抜け部を有することにより、この吹抜け部によって下
階居住部にゆったりとした開放感を与えると共に、吹抜け部を適度な高さに留めて、これ
の上方を上階居住部やロフト、収納庫等として有効利用することが可能になる。また吹抜
け部は、屋外に面した外壁と垂直な垂直外壁に沿った部分に設けられ、採光窓は、吹抜け
部の１．０層分の高さを超える部分において、屋外に面した外壁及び垂直外壁の双方に設
けられているので、広い角度範囲にわたって、吹抜け部の高い位置に配置された採光窓か
ら斜め下方に向けて、下階居住部に効率良く且つ容易に光を採り込むことが可能になり、
これによって下階居住部に効果的に採光することが可能になる。
【００１４】
　そして、垂直外壁を下階居住部を挟んだ両側に設け、吹抜け部を両側の垂直外壁に沿っ
て各々設けるようにすれば、さらに広い角度範囲にわたって、吹抜け部の高い位置に配置
された採光窓から下階居住部に光を採り込むことが可能になり、これによって下階居住部
にさらに効果的に採光することが可能になる。
【００１５】
　また、上階居住部の主床を、下階居住部の１．５層分の高さの吹抜け部の上に配置し、
主床と下階居住部の主要部分との間の空間に、上階部分から出し入れ可能な０．５層分の
高さの収納庫を設ければ、吹抜け部の上部の空間を上階居住部として有効利用できると共
に、下階居住部と上階居住部との間の空間を利用して、十分な大きさを有し且つ利便性に
優れた収納庫を得ることが可能になる。
【００１６】
　さらに、上階居住部の主床を、下階居住部の１．０層分の高さの主要部分の上に配置し
、吹抜け部の上方に、上階居住部の主床よりも０．５層分高くなったロフト又は収納庫を
設ければ、吹抜け部の上部の空間をロフト又は収納庫として有効利用できると共に、上階
居住部からの出入りや出し入れが容易な、相当の大きさを有し且つ利便性に優れたロフト
や収納庫を上階居住部に得ることが可能になる。
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【００１７】
　さらにまた、上階居住部の屋外に面した外壁に隣接して設けられるバルコニーを、吹抜
け部の内側縁部の延長線の内側に配設し、且つ該バルコニーの側縁部を、吹抜け部の内側
縁部の延長線から角度を持たせてこれの内側に斜めに配置しておけば、吹抜け部の高い位
置に配置された採光窓から下階居住部に採り込まれる光がバルコニーによって遮られるの
を回避して、上階居住部に隣接してバルコニーを設けた場合でも、広い角度範囲にわたっ
て、採光窓から下階居住部に効果的に光を採り込むことが可能になる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の採光構造部分を備える建物によれば、１．５層分の高さの吹抜け部の上方の空
間と下階居住部の１．０層分の高さの主要部分の上方の空間とを有効利用することができ
ると共に、両側の吹抜け部の高い位置から、両側の垂直外壁によって挟まれた連続した空
間となっている下階居住部に効果的に光を採り込めるようにすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の好ましい第１実施形態に係る採光構造部分を備える建物１０は、図１示すよう
に、例えば北側が道路１１に面した狭小な敷地１２に建築される住宅建築物として採用さ
れたものである。すなわち、本第１実施形態では、建物１０が建築される敷地１２は、南
北方向に縦長の矩形形状を有する狭小な敷地となっており、その東側及び西側に隣接する
敷地や、南東側、南側、南西側に隣接する敷地にも隣家の建物６０が建築されている。し
たがって、本第１実施形態の建物１０は、特に南東側、南側、南西側に隣接する敷地に建
築された隣家の建物６０に遮られて、１階（下階）居住部１４に太陽光からの光を採光し
難くなっているので、後述する採光構造部分１３を設けて（図２及び図３（ａ），（ｂ）
参照）、吹抜け部１５の上方の空間を有効利用しつつ、吹抜け部１５の高い位置に設けた
採光窓１６ａ，１６ｂから、１階（下階）居住部１４に十分な採光が得られるようにする
ものである。
【００２０】
　そして、本第１実施形態の建物１０は、図２及び図３（ａ），（ｂ）に示すように、屋
外に面した南側の外壁１７（図３（ａ），（ｂ）参照）に隣接して設けられ、この南側の
外壁１７と垂直な垂直外壁１８ａ，１８ｂに沿った部分に１．５層分の高さの吹抜け部１
５を有する、主要部分１４ａが１．０層分の高さの１階（下階）居住部１４と、吹抜け部
１５の１．０層分の高さを超える部分において、南側の外壁１７及び垂直外壁１８ａ、１
８ｂに設けられた採光窓１６ａ，１６ｂと、１階居住部１４の上方に設けられた２階（上
階）居住部１９とによって構成される採光構造部分１３を備えている。
【００２１】
　また、本第１実施形態では、南側の外壁１７と垂直な垂直外壁１８ａ，１８ｂは、１階
居住部１４を挟んだ東側及び西側の両側に設けられ、吹抜け部１５は、これらの東側の垂
直外壁１８ａ及び西側の垂直外壁１８ｂに沿って各々設けられている。
【００２２】
　さらに、本第１実施形態では、２階（上階）居住部１９は、１階居住部１４の１．５層
分の高さの吹抜け部１５の上に主床２０を配置して設けられ、この主床２０と下階居住部
１４の主要部分１４ａの天井部１４ｂとの間の空間に、０．５層分の高さの収納庫２１が
設けられている（図２参照）。
【００２３】
　本第１実施形態によれば、建物１０は、例えば木造２階建ての住宅建築物である。建物
１０の１階部分の間取りとしては、図３（ａ）に示すように、その北東の角部分に玄関２
２が設けられており、玄関２２の南側には、玄関ホール２３が設けられている。玄関ホー
ル２３の西側には、玄関ホール２３からＬ字形状に折れ曲がるようにして、廊下２４が南
北方向に延設して設けられており、廊下２４の北側には、玄関２２の西側に配置されて、
押入れ２５ａ付きの和室２５が設けられている。また、廊下２４の西側には、和室２５の
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押入れ２５ａの南側に隣接して、トイレ２６が設けられており、廊下２４の東側には、玄
関ホール２３の南側に隣接して、２階への階段２７及び階段下収納部２８が設けられてい
る。
【００２４】
　さらに、１階部分には、廊下２４の南側の端部と出入り可能に連通して、南側の略半分
の領域を占めるリビングダイニングが、採光構造部分１３を構成する１階居住部１４とし
て、屋外に面した南側の外壁１７に隣接すると共に、東側の垂直外壁１８ａ及び西側の垂
直外壁１８ｂによって両側を挟まれた連続する空間として設けられている。さらにまた、
リビングダイニング１４の北西の角部分には、トイレ２６の南側に隣接して、リビングダ
イニング１４から出入り可能なキッチン２９が設けられている。
【００２５】
　一方、建物１０の２階部分の間取りとしては、図３（ｂ）に示すように、１階部分との
間に設けられた折返し階段２７に隣接して、上階廊下３０が、南北方向に延設して設けら
れており、この上階廊下３０の北側端部にトイレ３１が設けられている。上階廊下３０の
東側には、折返し階段２７の北側に隣接して、洗面脱衣室３２が設けられており、洗面脱
衣室３２の北側には、トイレ３１の東側に隣接して、バスルーム３３が設けられている。
また、折返し階段２７の南側の２階居住部１９との間には、２階居住部１９から出入り可
能なウォークインクロゼット３６が設けられている。さらに、上階廊下３０の西側には、
一対の洋室３４ａ，３４ｂが、仕切り収納庫３５を挟んだ南北両側に並べて設けられてい
る。
【００２６】
　なお、本第１実施形態では、２階居住部１９を除いたこれの北側に位置する２階部分の
床面は、１．０層分の高さで設けられた１階部分の天井高さと略同じ床高さとなるように
設けられている。また、ウォークインクロゼット３６の床高さは、２階居住部１９から出
入りし易いように、１．５層分の床高さとなっており、ウォークインクロゼット３６の床
面よりも下方の１階部分の天井との間の空間は、例えば折返し階段２７から、或いは接続
階段３７の下部空間を介して洋室３４ｂから出し入れ可能な第２収納庫となっている。
【００２７】
　さらにまた、建物１０の２階部分には、上階廊下３０の南側の端部と出入り可能に連通
して、南側の略１／３の領域を占める主寝室が、採光構造部分１３を構成する２階居住部
１９として、屋外に面した南側の外壁１７に隣接すると共に、東側の垂直外壁１８ａ及び
西側の垂直外壁１８ｂによって両側を挟まれて設けられている。この２階居住部１９は、
その主床２０を、１階居住部１４の１．５層分の高さの吹抜け部１５の上に配置して、床
面が上階廊下３０よりも０．５層分高く配設されており、上階廊下３０からは、これの南
側端部に設けられた接続階段３７を介して、２階居住部１９に出入りできるようになって
いる。
【００２８】
　また、本第１実施形態では、主寝室１９の南側の外壁１７に隣接して、バルコニー３８
が、その両側の側縁部３８ａを吹抜け部１５の内側縁部１５ａの延長線Ｘに沿って配置し
て、南側の外壁１７から外側に突出して設けられている。
【００２９】
　そして、本第１実施形態の建物１０によれば、採光構造部分１３は、上述のように、南
側の外壁１７に隣接して設けられ、東側の垂直外壁１８ａ及び西側の垂直外壁１８ｂに沿
った部分に１．５層分の高さの吹抜け部１５を有する、主要部分１４ａが１．０層分の高
さの１階居住部１４と、吹抜け部１５の１．０層分の高さを超える部分において、南側の
外壁１７及び垂直外壁１８ａ，１８ｂに設けられた採光窓１６ａ，１６ｂと、１階居住部
１４の上方に設けられた２階居住部１９とによって構成される。
【００３０】
　すなわち、１階居住部１４の各吹抜け部１５は、東西両側の垂直外壁１８ａ、１８ｂに
沿って、例えば建物１０のモジュールに合わせた幅ｂが９１０ｍｍの縦長矩形平面形状の
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領域を、１．０層分の高さの主要部分１４ａの天井部１４ｂよりも、その天井高さを０．
５層分高くして設けた部分である。また、採光窓１６ａ，１６ｂは、建物１０の南東及び
南西の角部３９ａ，３９ｂを挟んだこれらに近接する位置に配置されると共に、１．０層
分の高さよりも上方部分において、採光窓１６ａは南側の外壁１７に形成される窓として
、採光窓１６ｂは東西両側の垂直外壁１８ａ，１８ｂに形成される窓として各々設けられ
る。
【００３１】
　このように、本第１実施形態によれば、採光構造部分１３を構成する１階居住部１４は
、垂直外壁１８ａ，１８ｂに沿った部分に吹抜け部１５が設けられており、且つこの吹抜
け部１５の１．０層分の高さを超える部分の南側の外壁１７及び垂直外壁１８ａ，１８ｂ
に採光窓１６ａ，１６ｂが各々設けられているので、広い角度範囲にわたって、吹抜け部
１５の高い位置に配置された採光窓１６ａ，１６ｂから斜め下方に向けて、１階居住部１
４に効率良く且つ容易に光を採り込むことが可能になる。
【００３２】
　また、本第１実施形態によれば、垂直外壁１８ａ，１８ｂに沿った両側の吹抜け部１５
の１．０層分の高さを超える部分によって挟まれる、２階居住部１９の主床２０と下階居
住部１４の主要部分１４ａの天井部１４ｂとの間の空間には、０．５層分の高さの収納庫
２１が設けられている（図２参照）。この収納庫２１は、吹抜け部１５の直上に位置する
部分を除いた２階居住部１９の略全域にわたる大きさの平面形状の、大容量の収納空間を
形成する。また、この収納庫２１には、２階居住部１９の床面に出入り口（図示せず。）
を設けて２階居住部１９からの出入りや出し入れを行えるようになっている他、例えば２
階部分の上階廊下３０の西側に設けた一対の洋室３４ａ，３４ｂのうちの南側の洋室３４
ｂから（図３（ｂ）参照）、２階居住部１９との間の０．５層分の段差壁に設けた出入り
口４０を介して、収納庫２１への出入りや出し入れを容易に行うことができるようになっ
ている。さらに、この収納庫２１には、吹抜け部１５に面した仕切り壁２１ａの適宜の位
置に、窓２１ｂを設けておくこともできる（図２参照）。
【００３３】
　なお、本第１実施形態では、採光構造部分１３を構成する２階居住部１９の主床２０は
、吹抜け部１５の上に配置されて１．５層分の高さに設けられるので、図４に示すように
、２階居住部１９を支持する建物１０の柱として、１．５層分の高さに相当する長さを備
える長柱４１を使用し、この長柱４１に両端を支持させて、２階居住部１９からの荷重を
受ける大梁やその他の梁部材４２を長柱４１の間に架け渡すようになっている。一方、収
納庫２１からの荷重を受ける大梁やその他の梁部材４３は、１．０層分の高さ位置におい
て、長柱４２の間に架け渡して設けられるようになっている。なお、図４では、小梁や束
材、間柱等は図示せず、主要構造材のみを略示している。
【００３４】
　また、本第１実施形態では、２階居住部１９の主床２０は、１．５層分の高さに設けら
れるが、例えば２階居住部１９の天井高さを高くしたり、天井部材を取り除いて屋根裏ま
で至る空間とすることにより（図２参照）、２階居住部１９は、居住者が立って歩くのに
十分な高さを保持することが可能になる。
【００３５】
　そして、上述の構成を有する採光構造部分１３を備える本第１実施形態の建物１０によ
れば、吹抜け部１５の上方の空間を有効利用することができると共に、吹抜け部１５の高
い位置から１階居室部１４に効果的に光を採り込むことができる。すなわち、本第１実施
形態によれば、屋外に面した南側の外壁１７に隣接して設けられた１階居住部１４が１．
５層分の高さの吹抜け部１５を有することにより、この吹抜け部１５によって１階居住部
１４にゆったりとした開放感を与えると共に、吹抜け部１５を適度な高さに留めて、これ
の上方を２階居住部１９として有効利用することが可能になる。
【００３６】
　また、吹抜け部１５は、屋外に面した南側の外壁１７と垂直な垂直外壁１８ａ，１８ｂ
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に沿った部分に設けられ、採光窓１６ａ，１６ｂは、吹抜け部１５の１．０層分の高さを
超える部分において、南側の外壁１７及び垂直外壁１８ａ，１８ｂの双方に設けられてい
るので、広い角度範囲にわたって、吹抜け部１５の高い位置に配置された採光窓１６ａ，
１６ｂから斜め下方に向けて、１階居住部１４に効率良く且つ容易に光を採り込むことが
可能になり、これによって１階居室部１４に効果的に採光することが可能になる。
【００３７】
　さらに、本第１実施形態によれば、垂直外壁１８ａ，１８ｂを１階居住部１４を挟んだ
東側及び西側の両側に設け、吹抜け部１５が両側の垂直外壁１８ａ，１８ｂに沿って各々
設けられているので、さらに広い角度範囲にわたって、吹抜け部１５の高い位置に配置さ
れた採光窓１６ａ，１６ｂから１階居住部１４に光を採り込むことが可能になり、これに
よって１階居室部１４にさらに効果的に採光することが可能になる。
【００３８】
　さらにまた、本第１実施形態によれば、２階居住部１９の主床２０を、１階居住部１４
の１．５層分の高さの吹抜け部１５の上に配置し、主床２０と１階居住部１４の主要部分
１４ａとの間の空間に、０．５層分の高さの収納庫２１を設ければ、吹抜け部１５の上方
の空間を２階居住部１９として有効利用できると共に、１階居室部１４と２階居住部１９
との間の空間を利用して、十分な大きさを有し且つ利便性に優れた収納庫２１を得ること
が可能になる。
【００３９】
　図５は、本発明の第２実施形態に係る建物５０を示すものである。本第２実施形態の建
物５０は、上記第１実施形態の建物１０と略同様の構成を備える一方で、２階（上階）居
住部１９’は、１階（下階）居住部１４の１．０層分の高さの主要部分１４ａの上に主床
２０’を配置して設けられ、吹抜け部１５の上方には、２階居住部１９’の主床２０’よ
りも０．５層分高くなった、ロフト５１や収納庫としてのクロゼット５２が設けられてい
る。また、ロフト５１の外側部分を西側の垂直外壁１８ｂから張り出して、ハネ出し部５
３を設けておくこともできる。
【００４０】
　さらに、本第２実施形態では、２階居住部１９’の南側の外壁１７に隣接して、図６に
示すように、バルコニー３８’が外側に張り出して設けられている。本第２実施形態では
、バルコニー３８’は、その床面を２階居住部１９’の１．０層分の高さの主床２０’と
同じ高さに配置して設けられている。またバルコニー３８’は、吹抜け部１５の内側縁部
１５ａの延長線Ｘの内側に設けられており、且つバルコニー３８’の側縁部３８ａ’は、
吹抜け部１５の内側縁部１５ａの延長線Ｘから角度を持たせてこれの内側に斜めに配置さ
れている。
【００４１】
　そして、本第２実施形態の採光構造部分１３’を備える建物５０によっても、吹抜け部
１５の上方の空間を有効利用することができると共に、採光窓１６ａ，１６ｂを介して吹
抜け部１５の高い位置から１階居室部１４に効果的に光を採り込むことが可能になり、上
記第１実施形態の建物１０と同様の作用効果が奏されると共に、２階居住部１９’の主床
２０’を、１階居住部１４の１．０層分の高さの主要部分１４ａの上に配置し、吹抜け部
１５の上方に、２階居住部１９’の主床２０’よりも０．５層分高くなったロフト５１や
収納庫５２を設けたので、吹抜け部１５の上部の空間をロフト５１や収納庫５２として有
効利用できると共に、２階居住部１９’からの出入りや出し入れが容易な、相当の大きさ
を有し且つ利便性に優れたロフト５１や収納庫５２を２階居住部１９’に確保することが
可能になる。
【００４２】
　また、本第２実施形態によれば、２階居住部１９’の屋外に面した外壁１７に隣接して
設けられるバルコニー３８’を、吹抜け部１５の内側縁部１５ａの延長線Ｘの内側に配設
し、且つバルコニー３８’の側縁部３８ａ’を、吹抜け部１５の内側縁部１５ａの延長線
Ｘから角度を持たせてこれの内側に斜めに配置したので、吹抜け部１５の高い位置に配置
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によって遮られるのを回避して、２階居住部１９’に隣接してバルコニー３８’を設けた
場合でも、広い角度範囲にわたって、採光窓１６ａ，１６ｂから１階居住部１４に効果的
に光を採り込むことが可能になる。
【００４３】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されることなく種々の変更が可能である。例えば、
本発明の建物は、南北方向に縦長の矩形形状の敷地に建築されるものである必要は必ずし
も無く、採光構造部分は、屋外に面した外壁が南側に向けて配置されたものである必要は
必ずしも無い。採光構造部分の屋外に面した外壁は、南側以外の例えば西側やその他の方
向に向けて配置されていても良い。また、採光構造部分は、２階建ての建物の他、例えば
２階を下階部分、３階を上階部分として、３階建て以上の建物に設けて本発明を適用する
こともできる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の好ましい第１実施形態に係る採光構造部分を備える建物が建築される敷
地を説明する略示平面図である。
【図２】本発明の好ましい第１実施形態に係る採光構造部分を備える建物の構成を説明す
る、図３（ａ），（ｂ）のＡ－Ａに沿った略示断面図である。
【図３】本発明の好ましい第１実施形態に係る採光構造部分を備える建物の構成を説明す
る、（ａ）は１階部分の間取り図、（ｂ）は２階部分の間取り図である。
【図４】本発明の好ましい第１実施形態に係る建物の採光構造部分における骨組部材の配
置を説明する略示斜視図である。
【図５】本発明の好ましい第２実施形態に係る採光構造部分を備える建物の略示断面図で
ある。
【図６】本発明の好ましい第２実施形態に係る採光構造部分を備える建物の部分破断略示
平面図である。
【符号の説明】
【００４５】
１０，５０　採光構造部分を備える建物
１３　採光構造部分
１４　１階居住部（下階居住部）
１４ａ　１階居住部の主要部分
１４ｂ　１階居住部の主要部分の天井部
１５　吹抜け部
１６ａ，１６ｂ　採光窓
１７　屋外に面した外壁（南側の外壁）
１８ａ，１８ｂ　垂直外壁
１９，１９’　２階居住部（上階居住部）
２０，２０’　 ２階居住部の主床
２１　収納庫
３８，３８’　バルコニー
３８ａ，３８ａ’　バルコニーの側縁部
５１　ロフト
５２　クロゼット（収納庫）
Ｘ　　吹抜け部の内側縁部の延長線
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